
尖
閣
諸
島
を
は
じ
め
我
が
国
領
土
領
海
を
守
る
た
め
の
意
見
書

現
在
、
尖
閣
諸
島
海
域
で
は
、
お
び
た
だ
し
い
中
国
漁
船
に
よ
る
領
海
侵
犯
と
違
法
操
業
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
本
年
九
月
七
日
、
中
国

漁
船
の
不
法
衝
突
事
件
は
、
中
国
漁
船
船
長
を
処
分
保
留
の
ま
ま
釈
放
す
る
結
果
と
な
っ
た
。
こ
の
ま
ま
で
は
、
尖
閣
諸
島
海
域
で
の
中
国
漁

船
の
違
法
操
業
が
常
態
化
し
、
我
が
国
の
主
権
が
奪
わ
れ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
こ
に
改
め
て
、
尖
閣
諸
島
を
は
じ
め
我
が
国
の
領
土
領
海
を
守
り
抜
く
た
め
、
下
記
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
を
強
く
要
望
す
る
。

一
、
尖
閣
諸
島
に
関
し
早
急
に
諸
般
の
現
地
調
査
を
行
う
と
共
に
、
船
舶
の
安
全
航
行
と
漁
民
の
安
全
操
業
の
為
、
灯
台
の
設
置
及
び
避
難
港

の
整
備
な
ど
に
取
り
組
む
こ
と
。

二
、
現
在
、
外
国
漁
船
に
よ
る
悪
質
な
違
法
操
業
が
繰
り
返
さ
れ
、
日
本
の
漁
場
が
奪
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
対
策
の
た
め
関
係
省
庁
に
よ
る
警

備
体
制
を
強
化
し
、
直
ち
に
拿
捕
を
可
能
と
す
る
関
係
法
令
の
整
備
を
は
か
る
こ
と
。

三
、
現
在
、
自
衛
隊
に
は
、
平
時
に
お
い
て
領
土
領
海
を
守
る
べ
き
法
的
根
拠
が
無
い
た
め
、
す
み
や
か
に
領
域
警
備
の
た
め
の
法
制
度
を
確

立
す
る
こ
と
。

以
上
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
十
七
日
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